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１ 監査委員制度

監査は、県の行財政が公正で効率的に運営されているかどうかをチェックすることで

す。監査委員は、地方自治法の規定により知事から独立した執行機関です。個々の監査

委員が、単独で職務権限を行使できることから、「独任制」の執行機関といわれます。

＊福島県の監査委員４名（県議会の同意を得て知事によって選任）

県議会議員から選任される委員２名（非常勤）

識見を有する者から選任される委員２名（常勤、非常勤）

●福島県監査委員（令和７年度）

区 分 氏 名 就任年月日 任 期

議員選任委員 満 山 喜 一 令和5年12月26日
み つ や ま き い ち

(非常勤) ～令和7年11月12日 議員の任期

佐 藤 政 隆 令和7年11月13日～
さ と う ま さ た か

議員選任委員 三 瓶 正 栄 令和5年12月26日
さ ん ぺ ま さ え い

(非常勤) ～令和7年11月12日 議員の任期

大 場 秀 樹 令和7年11月13日～
お お ば ひ で き

識 見 委 員

(代表監査委員、常勤) 渡 辺 仁 令和６年４月１日 ４ 年
わ た な べ ひとし

識 見 委 員

(非常勤) 阿 部 寿 子 令和６年７月８日 ４ 年
あ べ と し こ

●監査委員事務局

監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置され、組織体制は以下のとおりとな

っています。

監 査 総 務 課

監査委員 事務局長 次 長 普通会計監査課

企業会計監査課
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２ 監査等の種類と根拠法令

区 分 法 令 根 拠 条 文

監査 一 財務監査 定 期 監 査 地方自治法第１９９条第１項、第４項
般
監 随 時 監 査 地方自治法第１９９条第１項、第５項
査

技 術 監 査 地方自治法第１９９条第１項

行 政 監 査 地方自治法第１９９条第２項

財 政 支 援 団 体 等 監 査 地方自治法第１９９条第７項

指定金融機関等の監査 地方自治法第２３５条の２第２項
地方公営企業法第２７条の２第１項

特 直 接 請 求 に 係 る 監 査 地方自治法第７５条 福島県
別 外部監
監 県議会の要求による監査 地方自治法第９８条第２項 査契約
査 に基づ
長 の 要 求 に よ る 監 査 地方自治法第１９９条第６項、第７項 く監査

に関す
住民監査請求による監査 地方自治法第２４２条 る条例

職員の賠償責任に関する監査 地方自治法第２４３条の２の８第３項
地方公営企業法第３４条

検 査 例 月 出 納 検 査 地方自治法第２３５条の２第１項

審 査 決 算 審 査 地方自治法第２３３条第２項
地方公営企業法第３０条第４項

基 金 運 用 審 査 地方自治法第２４１条第５項

健 全 化 判 断 比 率 審 査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３
条第１項

資 金 不 足 比 率 審 査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２
２条第１項

内部統制評価報告書審査 地方自治法第１５０条第６項

参 考

※外部監査制度

外部監査制度は、知事が外部の専門的知識を有する第三者（弁護士、公認会計士、税

理士など）と契約を結び監査を受ける制度であり、監査制度の一層の充実を図ることを

目的に平成１１年４月から実施されており、包括外部監査と個別外部監査があります。

（事務は知事部局の総務部職員研修課が担当しています。）

○包括外部監査

包括外部監査は、外部監査人が財務監査の範囲から監査テーマを自ら選定し、年１回

以上監査を行うものです。

○個別外部監査

監査委員が行う要求・請求に関する監査（上記の特別監査参照）について、個別外部

監査の請求があった場合に、外部監査人が監査委員に代わって監査を行うものです。
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３ 主な監査等の内容と実施状況

(1) 財務監査

① 定期監査

県の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的かどうか、また、県が経営する

事業の管理が合理的かつ能率的かどうかを主眼として毎会計年度少なくとも１回

以上期日を定めて実施する監査です。

普通会計では、１６１機関に対し監査を実施し、おおむね適正に執行されている

ものと認められましたが、過調定や不足調定、支払時期遅延など収入及び支出事務

の一部に適正を欠いているものがあり改善を求めました。

また、企業会計では、１１機関に対し監査を実施し、おおむね適正に執行されて

いるものと認められましたが、一般会計補助金等の額の算出や未収金の管理などに

適正を欠いているものがあり改善を求めました。

●令和７年度定期監査の実施機関数一覧

区 分 本 庁 公 所 計

普通会計 ５３ １０８ １６１

企業会計 ３ ８ １１

合 計 ５６ １１６ １７２

② 随時監査

監査委員が定期監査以外に必要があると認めるとき、随時に行う監査です。

令和７年度は２機関実施しました。

③ 技術監査

県が施工する建設工事に関する業務委託及び建設工事において、定期監査時に

併せて行う定期技術監査と、発注前及び施工中の工事等に係る設計図書及び工事

の実施状況について監査を行う竣工前技術監査があり、令和７年度は定期技術監

査を１67箇所、竣工前技術監査を１０箇所実施し、適正に執行されているものと

認められました。

技術監査では、工事の執行に関し、計画、設計、積算が妥当であるか、工事の

施工が正確かつ適法に執行されているか監査しています。
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(2) 行政監査

財務に関する事務の執行及び県が経営する事業の管理に関する監査以外に、監査

委員が必要があると認めた県の事務の執行について、合規性、正確性、経済性、効

率性及び有効性の観点から次のような視点に立って実施される監査です。

①法令等に従って適正に行われているか。

②県民の福祉の増進に寄与し最少の経費で最大の効果をあげているか。

③組織及び運営の合理化に努め、規模の適正化が図られているか。

監査の方法は､毎年課題を設けて行う課題監査と、定期監査時に併せて行う一般監

査とに区分されますが､本県では課題監査方式で実施しています。

令和７年度の行政監査は、「ソーシャルメディアの活用状況等について｣ をテー

マとして、知事部局等の全２５７機関を対象に課題監査を実施しました。

監査の結果、ソーシャルメディアを活用した情報発信に関する各機関における取組

の成果が確認されるとともに、ソーシャルメディアの運用においても、その特長を活

かした情報発信が行われていることが確認されました。これに基づいて、プラットフ

ォームの使い分け、承認やチェック体制の整備、セキュリティ対策、個人情報の取扱、

運用を委託する場合のあり方、多言語への対応、全庁的な研修の実施などについて各

所属が共通して検討するべき、といった意見などが出されました。

(3) 財政支援団体等監査

県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政支援を

行っているもの、４分の１以上出資しているもの、借入金の元金又は利子の支払保

証をしているものの出納、その他の事務の執行で当該財政支援に係るものに対する

監査及び県が公の施設の管理を行わせているものなどに対する監査です。

当該財政支援等に係る事務・事業が計画的、適正かつ効率的に運営・実施されて

いるか、財政支援等による成果を上げているかを主眼として実施しています。

監査の結果、一部の団体に対し、組織内のチェック体制の不備により不適正な財務

諸表を作成しているものについて指摘するなど、事務手続の適正化などの改善を求め

ました。

●令和７年度財政支援団体等監査の実施状況

令和6会計年度対象 実 施 機 関 類 別 と 実 施 数

実 施 時 期 公立大学 出資団体 補助等団体 指定管理 合計

令和７年９月～令和８年２月 ２ ２２ ６ ４ ３４
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(4) 指定金融機関等の監査

福島県指定金融機関等の公金の収納、支払等の事務処理が、法令の規定及び指定

契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるとき

に実施します。

令和７年度において、会計管理者、公営企業管理者等が指定金融機関等検査を実施

した結果、｢全体としてはおおむね適正に執行されているものと認められた｣との報告

があったため、同年度の監査は実施していません。

(5) 住民監査請求による監査

県民が、県の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があ

ると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な

措置を請求できる制度です。

令和７年度は１件の住民監査請求があり、「却下」１件となっています。

(6) 例月出納検査

県の現金の出納について毎月例日を定めて監査委員がこれを検査するもので、監

査委員全員による検査は四半期ごとに、他の月は代表監査委員が検査を実施します。

監査委員は、会計管理者、公営企業管理者等から提出された例月出納検査調書に

ついて、現金及び預金の月末残高が金融機関の証明と符合し正確であるか、また、

計数は関係帳簿と符合し正確であるか等に着眼し、検査を実施しています。

令和7年度の検査において、現金の出納事務は適正に行われ正確であると認められ

ました。

(7) 決算審査

知事からの審査依頼により、毎会計年度、決算及びその証書類その他政令で定め

る書類を審査するものです。

監査委員は、決算書その他の関係諸表に基づく計数を確認するとともに、予算が

具体的な『成果の創出』と『成果の見える化』につながるよう効果的・効率的・合

理的に執行されたかどうかなどに着眼し、決算審査を実施しています。
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① 一般会計及び特別会計

令和６年度決算審査においては、決算に係る計数が関係諸帳簿等の計数と符合し

ており正確であることを確認し、予算の執行等も、おおむね適正に執行されたものと

認められました。

また、令和６年度一般会計及び特別会計決算審査の中で、現在、本県行政を取り

巻く様々な状況を十分に踏まえ、次の意見を付しました。

・ 意見１：福島の「復興・再生」と「地方創生」をさらに進めるため、総合計画の

3年間の取組の成果や課題を検証し、事業の再構築や見直しを行うとと

もに、若者や女性の意見や考えを的確に捉え、人口減少対策に全庁を

挙げて取り組み、成果を一つ一つ積み上げていく必要があります。

・ 意見２：第3期復興・創生期間を見据えつつ、これまでの取組を検証・分析し、

今後も継続する課題や地域ごとの課題、さらには新たに生じる課題に

対して、国の財源フレームを最大限に活用しながら、的確かつ迅速に

対応し、復興・再生を着実に進めていくことが必要です。

・ 意見３：引き続き、財務事務等の適正化に向けた取組を進める必要があります。

・ 意見４：引き続き、予算の執行の適正化に取り組んでいく必要があります。

② 公営企業会計

各公営企業会計においても、事業の経営に当たり、引き続き経済性を発揮して経

営改善等に取り組む必要があることから、主に次の意見を付しました。

・ 流域下水道事業：安定的・持続的な事業経営が求められる中、計画に基づいた広

（土木部） 域化・共同化や接続率向上による収益確保など、経営の効率化

に努めるとともに、人口減少等に伴う収益の減少が見込まれる

ため、将来の事業経営のあり方を検討すること。

・ 工業用水道事業：老朽施設の改築などによる安定供給のための計画的な工事執行

（企業局） 等や、将来の事業経営のあり方の検討のほか、リスク管理を徹

底し安定的な工業用水の管理に努めること。

・ 地域開発事業：企業債償還を完了したうえで、令和7年4月1日に事業を廃止し、

（企業局） 精算が適正に行われたことを確認した。

・ 県立病院事業：県立病院事業経営強化プランに基づき、中山間地域における政

（病院局） 策医療の提供、先進的な精神科医療の提供、復興を支える医療提

供体制の確保のほか、病院経営の効率化に総合的に取り組むこと。
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(8) 基金運用審査

知事からの審査依頼により、毎年度、次の５つの定額運用基金の運用状況につい

て審査するものです。

①福島県市町村振興基金

②福島県土地取得基金

③福島県難視聴地域解消基金

④福島県企業立地資金貸付基金

⑤福島県美術品等取得基金

監査委員は、決算書その他の関係諸表に基づく計数を確認するとともに、基金の

運用が設置目的に沿って適正かつ効率的に行われたかどうかを主眼として審査を実施

しています。

令和６年度の基金運用状況審査において、各基金は適正に運用されているものと

認められました。

(9) 健全化判断比率審査

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、健全化判断比

率が適正に算定されているかを審査するものです。

令和６年度に係る健全化判断比率は適正に算定されているものと認められるとと

もに、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額及び連結実質赤字額がな

いため該当する比率はなく、実質公債費比率及び将来負担比率については、いずれ

も早期健全化基準を下回っており、財政収支が不均衡な状況又はその他の財政状況

が悪化した状況とは認められませんでした。

(10) 資金不足比率審査

地方公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につ

いて、決算書その他の関係書類に基づいてその計数を確認するとともに、資金不足

比率が適正であるかどうかを審査するものです。

令和６年度に係る資金不足比率は、適正に算定されているものと認められ、資金

不足を生じた公営企業はありませんでした。
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(11) 内部統制評価報告書審査

人口減少社会においても行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提

供していくため、地方自治法が改正され、令和２年度から内部統制制度が導入され

ました。

監査委員は、知事からの審査依頼により、毎年度、福島県内部統制評価報告書に

ついて、知事による評価が評価手続きに沿って適切に実施されているか、内部統制

の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査

するものです。令和６年度福島県内部統制評価報告書については、審査した限りに

おいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当であると認められました。

なお、評価報告書では、次の２件について「運用上の重大な不備」が認められま

したが、直ちに再発防止に取り組んでいることを確認したとしています。

〈運用上の重大な不備とされた事案〉

・県発注の空港関連工事の入札に係る入札情報漏洩事案

・虚偽の勤務申請による超過勤務手当の不正受給事案

また、内部統制の推進に向けて大きく３つの意見を付しました。

意見１：内部統制の「運用上の重大な不備」とされた県発注の空港関連工事の入札に係

る入札情報漏洩事案及び虚偽の申請による超過勤務手当の不正受給事案について

は、事案発生の背景や原因を深く分析し、

①全庁を挙げて再発防止策の徹底に確実に取り組むとともに、

②重大な不備を発生させない体制づくりのため、不断の見直しを更に図ってい

く必要があります。

意見２：財務事務の更なる適正化に向け、全庁的な取組を一層進め、業務レベルの不備

の再発防止はもとより、未然防止に取り組む必要があります。

意見３：執行機関及び出納機関の業務の効率化を図ることで、内部統制の実効性を高め

ていく必要があります。
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●令和７年度の各審査の実施状況

審査に付された決算、指標など 審査請求日 意見書提出日

令和６年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査 令和7年7月24日 令和7年8月29日

令和６年度基金運用審査 令和7年7月24日 令和7年8月29日

令和６年度公営企業決算 令和7年7月24日 令和7年8月29日

令和６年度健全化判断比率審査及び資金不足比率審査 令和7年7月30日 令和7年8月29日

令和６年度内部統制評価報告書審査 令和7年7月24日 令和7年8月29日
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●監査事務の流れ

監 査 委 員 監査対象機関等

監査の計画

監査の実施

改善措置

監査結果の報告・公表

（議会、知事に報告し、

県報・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載）

監査等計画決定

監査実施通知 通知

事前準備

（調査事項の選定など）

事務局職員調査

（関係書類等の調査・事実確認）

委員監査

（講評、監査結果通知）

監査結果の決定

通知 監査結果改善措置状況通知

改善措置状況の公表

（県報・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載）
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●監査等の実施期間

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

定期監査

行政監査

財政支援団体等監査

例月出納検査

決算審査

基金運用

審査

健全化判断

比率等審査

内部統制評価

報告書審査
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４ 監査結果等の概要
監査は、合規性及び正確性の観点に加え、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）

及び有効性（Effectiveness）の観点（３Ｅ監査）から実施しています。

(1) 財務監査

① 定期監査 普通会計

監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和
事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 歳 入 9 17 12

(1) 調定時期が遅延しているもの 3 3 5
(2) 過調定又は不足調定となっているもの 4 10 2
(3) 収入未済のもの又は収入の時期が遅延しているもの
(4) その他収入事務が適切でないもの 2 4 5

２ 歳 出 20 24 15

(1) 支出負担行為が遅延しているもの 1 1
(2) 支出事務について
ア 過払又は不足払となっているもの 2 7 2
イ 支出時期が遅延しているもの 12 13 7
ウ その他支出事務が適切でないもの 5 3 6

３ 契 約 36 8 8

(1) 委託料などの積算が適切でないもの 1
(2) 契約の時期が遅延しているもの
(3) 履行の確認が適切でないもの
(4) その他契約事務が適切でないもの※ 36 7 8

４ 工事等 5 5 3

(1) 工事の設計積算又は施工管理が適切でないもの 5 5 2
(2) 履行確認（検査）が適切でないもの 1

5 補助事業 2 0 2

(1) 事業計画の審査又は実績確認が適切でないもの 2
(2) 補助事業者等に対する指導が適切でないもの
(3) その他補助事業事務が適切でないもの 0 2

６ 財 産 1 6 2

(1) 財産管理事務が適切でないもの 1 1 1
(2) 物品の管理が適切でないもの 0 5 1

７ その他 6 10 8

合 計 79 70 50

※ 令和7年度３6件のうち、放送受信契約に係るものは29件です。
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○ 主な指摘・指導事項（原因別）

・ 担当者任せ、組織的なチェック不足

＜概 要＞

報酬、報償費及び旅費の支払時期に著しく適正を欠いているものがある。

ア 令和6年4月から同年11月までに開催した審査会の委員27名分の報酬について、

審査終了後、速やかに支払うべきところ、3か月以上経過して令和7年3月に支払っ

た。

イ 令和７年1月・2月に実施した研修に係る講師９名分の報償費及び旅費について、

研修修了後、速やかに支払うべきところ、３か月以上経過して令和7年5月に支払っ

ている。

＜改善状況報告の内容＞

① 原因

ア 実施後、担当者が支出事務に着手しないうちに、他の業務が複数重なり、支払事

務が滞ってしまった。他の職員や管理職員においては、支払事務が生じる可能性が

あることを認識していたが、課内打合せ等では声掛けにとどまり、チェック体制が

十分に機能していなかった。

イ 担当者が研修終了後、支出事務を完了させないうちに異動となったため、後任者

に対し、引継書とは別に、「4月当初に対応が必要な業務」として引き継いだ。後任

者は支出事務に着手したものの、支給対象者から提出された書類に不備や修正箇所

があり、修正依頼等に時間を要してしまった。管理職員においては支出事務が滞っ

ていることを把握しておらず、担当者に対する声掛けをする等を行っていなかっ

た。その結果、実施から支払いまで３か月以上の期間を要した。

② 対応状況

ア ・ セルフチェック表の内容を見直し、審査会開催を依頼する発議の際には当

該チェック表を作成して支払いがあることを認識することとした。

・ 審査会等の終了後は、管理職員は報酬等の支払いが適切に行われている

か、当該チェック表により確認するとともに、四半期ごとに予算執行状況の確

認を行うこととした。

・ 毎月15日までに審査会の発議を行い、審査会委員から提出された審査結果

を翌月15日までに集約し、当該月の末日までには支払処理を行うよう年間ス

ケジュールを明確化し、担当ライン及び所属内で共有することとした。

イ ・ 担当者は研修終了後、速やかに支出事務に着手するとともに、異動により

担当者が代わる場合は、可能な限り、前任者において事務を完了させることと

した。事務が完了しないものについては、引継書に記載させ、管理職員と引継

書を共有し、管理職員が該当事務に係る関係書類と引継書を突合して事務の完

了を確認することとした。
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・ 講師等に対して記載例を提示するなど円滑な支出事務に繋げた。

・ 新たにチェックシートを作成し、会議等の開催通知の起案時に発議書に添

付して報償費及び旅費の支払予定を確認することとした。

・ 担当者は写しを担当主任主査及び管理職員に提出、主任主査及び管理職員

は、会議等開催後に報償費及び旅費の支払事務をいつ行うのか（行われたの

か）を担当者に声掛けまたは関係書類を突合して確認を行うこととした。

・ 財務事務等に関する知識・理解不足、前例踏襲

＜概 要＞

公用車のカーナビゲーションシステムについて、テレビ放送を受信できることを認識

していなかったため、法人甲と受信契約を締結しておらず、受信料が未払いとなってい

る。

＜改善状況報告の内容＞

① 原因

・ カーナビゲーションシステムの購入時や、管理換えによる他所属からの公用車

受入れ時に、担当者及び管理職員がテレビ放送の受信の可否を十分に確認していな

かった。

・ 公用車の入れ替えがなかったため、テレビ等受信機設置状況調査には、誤認し

たまま変更がないものとして報告していた。

② 対応状況

・ カーナビゲーションシステムを始めとしたテレビ放送を受信できる媒体の導入

に当たっては、受信の必要性を検討し、不要である場合は、受信できない仕様とす

る。

・ 管理換えなどにより他所属から公用車を受け入れる場合、また、テレビ等受信

機設置状況調査の際には、担当者及び管理職員の複数体制でテレビ放送の受信可否

を十分に確認する。テレビ放送を受信できる場合は、受信の必要性を検討し、不要

である場合は、受信できないよう撤去等の措置を講じる。

・ テレビ放送を受信できる媒体を導入、又は受け入れる場合は、速やかに受信契

約を行う。

・ 確認不足・思い込み

＜概 要＞

業務委託に係るプロポーザルにおいて、募集要領の策定は、外部の有識者や他部局の

職員を含めて設置する審査委員会が行う必要があるが、内部の職員のみで策定してい

る。
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＜改善状況報告の内容＞

① 原因

・ 福島県プロポーザル方式・コンペ方式（測量等以外）実施要領の内容を十分に理

解していなかった。

・ その結果、本業務の審査委員に外部又は他部局からの職員を含めていなかった。

② 対応状況

・ 担当者は、関係規程を十分に確認するとともに、他部局における類似した契約事

例を調査の上、審査委員の選定等関係部局への必要な調整を行う。

・ 管理職員についても、関係規定の内容を把握した上で、審査委員の選定に漏れが

ないよう業務進行を管理する。

【事務処理誤り防止のポイント】

令和7年度の定期監査の検証内容について分析したところ、次の点が財務事務上のミス

の発生要因として多い傾向にある。

① 管理職と担当間でスケジュールの共有や日頃のコミュニケーションによる進捗管

理が行われず、また、ミスを言い出しにくい職場環境にあるとき。

② 思い込みによる誤りについて、管理職員も含め組織としてチェックできていない

とき。

③ 新しく担当した業務にかかる知識や理解の不足のため安易に前例踏襲したとき。

また、前任からの引継が不十分で、やるべき業務が後任の担当者に伝わっていなか

ったとき。

定期監査等を通しては、次のとおり周知しているところである。

■ 内部統制が有効に機能することで、上記のミスは減らせること。

■ 内部統制の推進には、一人ひとりの『主体的な取組』＝「自分事」

が重要であること。

■ 内部統制を機能させるためには、管理職員の動きが要であること

から、職員とのコミュニケーションを図り、安心して仕事ができ

る環境づくりに努めること。

また、複数の所属で次のような事案が確認されたため、特に注意すること。

① 報償費・旅費の支払遅延

② 入札事務の誤り（価格設定誤り、項目名誤り等）

③ 会計年度任用職員等への報酬等の支払遅延・額誤り
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② 定期監査 企業会計

【土木部（流域下水道事業）】

監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和
事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 経営管理関係

(1) 経営運営が適切でないもの ０ ０ ０

(2) 会計経理が適切でないもの ０ ０ ２

２ 収益関係

(1) ０ ０ ０その他収入事務手続きが適切でないもの

３ 費用関係 ０ ０ ０

４ 契約関係

(1)契約締結の事務手続が適切でないもの １ ０ ０

５ 資産・負債・資本関係

(1) 固定資産の管理・経理が適切でないもの １ ０ ０

(2) 流動負債の管理・経理が適切でないもの ０ １ ０

(3) 資本の管理・経理が適切でないもの ０ ０ １

６ その他 ０ ０ ０

合 計 ２ １ ３

○ ３Ｅ（経済性、効率性及び有効性）区分別件数 ０件

主な指摘等

○固定資産 ～ 指導（固定資産台帳の整備に適正を欠いているもの）

〈概 要〉

固定資産台帳に登録されている備品２件について、令和元年度に更新された

にもかかわらず、旧備品のまま登録されているものがある。

〈改善状況報告の内容〉

今後は、固定資産の新規購入時に、現物確認を行うことを徹底し、備品について

は、定期的に固定資産台帳の資産の現物確認を行い、固定資産の適正な管理に努め

る。

重点検証事項（固定資産の管理等）

上記のとおり指導事項が１件ありました。
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【企業局】

監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和
事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 経営管理関係 ０ ０ ０

２ 収益関係 ０ ０ ０

３ 費用関係 ０ ０ ０

４ 契約関係 ０ ０ ０

５ 資産・負債・資本関係

(1) 固定資産の管理・経理が適切でないもの ０ ４ １

６ その他 ０ ０ ０

合 計 ０ ４ １

○ ３Ｅ（経済性、効率性及び有効性）区分別件数 ０件

主な指摘等

指摘等はありませんでした。

重点検証事項（固定資産の管理等）

指摘等はありませんでした。
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【病院局】

監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和
事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 経営管理関係

(1) 会計経理が適切でないもの １ ０ ０

２ 収益関係

(1) 調定時期又は収入時期が遅延しているもの ０ １ ０

(2) 過調定又は不足調定となっているもの ０ ０ ３

(3) その他収入事務手続が適切でないもの ３ １ ０

３ 費用関係

(1) 費用の計上が過計上又は不足計上となって ２ ０ １

いるもの

(2) その他支払事務手続が適切でないもの ２ ２ ０

４ 契約関係

(1) 契約締結の事務手続きが適切でないもの ３ ０ ２

５ 資産・負債・資本関係

(1) 固定資産･負債の管理･経理が適切でないもの １ １ ４

(2) たな卸資産の管理・経理が適切でないもの ０ １ ２

(3) 流動資産･負債の管理･経理が適切でないもの ２ ５ 0

６ その他 ０ ０ ４

合 計 14 11 16

○ ３E（経済性、効率性及び有効性）区分別件数 0件

主な指摘等

○収益～指摘（一般会計補助金等の額の算出に適正を欠いているもの）

〈概 要〉

組織内のチェック体制が整っておらず、一般会計補助金等の額の算出誤りに

より、医業外収益が過大となっている。

〈改善状況報告の内容〉

管理職員、主任主査は、担当者が作成した当該補助金の対象範囲を明確に示した

計算シート等のチェックを徹底する。また、管理職員は必要に応じて担当者に指示

を行う。

重点検証事項（固定資産の管理等）

指摘事項が１件（寄付受納等の手続に適正を欠いているもの）ありました。
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③ 随時監査

随時監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和
事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 歳入 0 1 0

・ 過調定又は不足調定となっているもの 0 1 0

２ 補助事業 １ 0 0

・ その他補助事業事務が適切でないもの １ 0 0

３ その他 １ 0 0

合 計 ２ １ 0

※その他は、内部統制等です。

④ 技術監査

発注前及び施工中の建設工事や設計等を対象とする竣工前技術監査の実施状況は

以下のとおりです。

対象機関及び工事等名 工事概要 監査結果

総務部 庁舎新築工事 おおむね適正

郡山合同庁舎整備工事 RC造S造一部木造3階建

延床面積 10,814㎡

企画調整部 客席天井復旧・改修工事 おおむね適正

文化センター大ホール客席天井 ２階 1,241㎡

復旧・改修工事(建築) １階 451㎡

生活環境部 歩道改修工事 おおむね適正

燧ヶ岳登山線歩道整備工事 階段工 42基

農林水産部 庁舎等新築工事 おおむね適正

須賀川農業普及所移転工事 木造平屋建て 2棟

延床面積 586㎡

県南農林事務所 排水路実施設計 おおむね適正

用排水施設整備業務設計 延長 1,500m

「明治堀地区」

南会津農林事務所 治山ダム新設工事 おおむね適正

復旧治山工事 治山ダム 1基

「背戸沢地区」
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対象機関及び工事等名 工事概要 監査結果

土木部 浪江三春線 小出谷工区 おおむね適正

道路橋りょう整備（再復）工事 トンネル工

（トンネル） 延長 5,057m

土木部 管理棟新築工事 おおむね適正

復興祈念公園管理棟新築工事 RC造一部木造平屋建て

延床面積 909㎡

小名浜港湾建設事務所 久之浜漁港 おおむね適正

漁港（補助）工事（防波堤） 防波堤補強工事

外防波堤 嵩上・腹付工

延長 19.3m

企業局 仮設工 おおむね適正

沼部堰改築(1工区)工事 場所打杭工 198本
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(2) 財政支援団体等監査

監査の結果、指摘等となったものを分類すると次のとおりです。

令和 令和 令和

事 項 ７ ６ ５

年度 年度 年度

１ 事務（事業執行に適切でないものがある） ２ 0 ０

２ 収入（収益）関係

(1) 計上時期、算出等が適切でないもの ０ １ ０

(2) その他収入事務手続が適切でないもの ０ 0 ０

３ 支出（費用）関係

(1) 支出の計上が過計上又は不足計上となって ０ １ ２

いるもの

(2) 支出の時期が遅延しているもの ０ ０ １

(3) その他支払事務が適切でないもの ０ ０ １

４ 補助・契約関係

(1) 補助申請等の事務手続が適切でないもの ０ １ ０

(2) 補助・委託契約等の成果確認が適切でない ０ ０ ２

もの

５ 財産関係 ０ ０ ０

６ その他 ０ ０ １

合 計 ２ ３ ７

主な指摘等

○事業執行～指摘（内部統制及び会計経理に著しく適正を欠いているもの）

〈概 要〉

令和6年度決算において、組織内でのチェック体制が機能しておらす、正味

財産の区分を誤った財務諸表を作成している。
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５ 行政監査（課題監査）結果等の概要

行政監査は、特定の事務や事業について、毎年、特定のテーマを決めて実施してい

る監査です。

令和７年度は、「ソーシャルメディアの活用状況等について」をテーマとして実施

しました。詳細は、監査委員事務局のホームページをご覧ください。

1 テーマ ソーシャルメディアの活用状況等について

2 目 的 定期監査等においては、財務に関する事務の執行及び県の経営

に係る事業の管理について監査するが、行政監査においては、そ

れ以外の一般行政事務について、必要に応じて監査するものであ

る（地方自治法第199条第2項の規定を根拠に、合規性、正確性、

経済性、効率性及び有効性の観点から実施）。

「社会経済情勢の変化に対応しているか」、「県民の関心が高い

ものか」、「複数の機関を横断的に監査する必要のある事務事業か」

などの観点から、他の都道府県における実施状況等を踏まえ、複

数の候補からテーマ案を絞り込み、監査委員協議会において決定

している。

近年のＸ（旧Twitter）やFacebookなどのソーシャルメディ

アの急速な普及に伴い、県においても、復興や県政・観光等の情

報発信にソーシャルメディアを活用し、今後の有効活用が期待さ

れているが、一方で、プライバシーの侵害や第三者のアカウント

悪用等によるトラブル発生といったリスクもあることから、活用

状況やリスク管理を監査し、適切で効果的な運用に資することを

目的とした。

3 対象機関 知事部局、企業局、病院局、教育委員会、警察本部、議会・監査

委員及び各委員会の全257機関

4 主な着眼点 (1) ソーシャルメディアは適正に運用されているか。

(2) ソーシャルメディアの効果・成果はどうなっているか。

(3) ソーシャルメディア利用における効果的な取組は行われて

いるか。
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○監査結果

ソーシャルメディアを活用した情報発信に関する各機関におけ

１ 監査結果 る取組の成果が確認されるとともに、ソーシャルメディアの運用

においても、その特長を活かした情報発信が行われていることが

確認された。

２ 課題に対し 検討改善を要する監査委員意見のうち、主なものは次のとおり
て検討改善を である。
要する監査委 １ 各所属共通の検討事項

員意見 (1) 情報発信の承認及びチェック体制の整備

情報の誤発信等を防止する上で承認手続は一定程度必要であ
るが、承認を不要とする場合でも複数人での確認は必要なため、
承認の要否や確認方法の運用手順への明示など、適切な仕組み
の構築を検討されたい。また、担当者のみの確認で情報発信を
行っているアカウントにおいては、複数人での確認体制の整備
も検討されたい。

(2) 定期的なモニタリングとセキュリティ対策

セキュリティ対策として、定期的なモニタリングの実施や頻
度を高めることで、早期のトラブル発見や迅速な対応に努めら
れたい。また、閲覧者から投稿された誤った情報やコメントに
対しては、誤りの指摘や削除等の適切な対応が必要なことから、
トラブル発生時に迅速な対応ができるようマニュアル等の整備
を検討されたい。

(3) 個人情報の取扱

アカウントの運用上収集した個人情報は、直営・外部委託を
問わず適切に処理する必要があるが、特に外部委託の場合には
発注者責任が問われることから、福島県個人情報取扱事務委託
基準等に基づいた対応を徹底されたい。

(4) 多言語への対応

国際化が進展する中、多言語による情報発信も重要度を増し
ており、特に震災・復興や防災・安全等の分野は重要性が高い
ことから、情報の性質や発信対象を踏まえ、多言語対応をさら
に拡充していくことを検討されたい。

(5) 研修の実施

現在、ソーシャルメディアに関する全庁的な研修はなく、多
くの所属で職員個人の資質等に頼る傾向が見られたことから、
職員のスキル向上等につながる体系的な研修を定期的に実施す
ることが望ましい。また、基本的な知識・技能に関する全庁研
修とともに、各部局でも特性に応じた応用的な研修の企画・実
施を速やかに検討されたい。

(6) 委託契約について
ア 契約方式と成果確認

ソーシャルメディアの運用業務委託においては、仕様書に
KPI等を明記するとともに、業務完了時には、これに基づい
た成果確認を行うことで、期待した成果が確実に得られてい
るかを確認されたい。なお、目標を大きく上回る成果が確認
された場合、次回のプロポーザル審査において加点評価等の
インセンティブ付与も検討されたい。

イ 費用対効果を考慮した発注

プロポーザル方式による委託契約では、発注段階で目標に
対する提案内容の適切さを確認するなど、事業の費用対効果
を考慮した契約となるよう検討するとともに、執行段階にお
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いても、十分な成果が得られるよう、委託先と連携・調整を
密に行うことで積極的な投稿に努められたい。

(7) ターゲットに応じたプラットフォームの使い分け

情報発信に当たってはターゲットを意識した媒体を選択した
上で活用することが重要なほか、複数媒体への展開も有効なこ
とから、各媒体が提供する機能を有効活用することで手間や費
用を抑えつつ発信力を高めるなど、より多くの人に情報が届く
よう工夫を検討されたい。

(8) 効果的な取組の共有
ア 閲覧者の反応分析を踏まえた効果的な情報発信

ソーシャルメディアの特徴である、閲覧者の反応分析や双
方向性を踏まえた投稿上の工夫等に関する良好事例を庁内で
積極的に共有し、すべての所属が戦略的かつ効果的にソーシ
ャルメディアを活用できる全庁的な仕組み作りを検討された
い。

イ 幅広い方への周知の工夫

広報物へのQRコード掲載等の工夫を講じ、所属間・部局間
連携を推進することでより広い層への周知を図るなど、福島
県全体の発信力強化に寄与する全庁的な取組を検討されたい。

(9) 全庁的な広報戦略
各所属における運用は一定の効果を上げているが、県全体が

連携した情報発信には改善の余地があることから、全庁的な広
報が必要なイベント等に関する投稿ルールの設定や地域単位で
の連携等、全庁的な広報戦略の旗振り役を担う体制が整備され
るよう検討されたい。また、ソーシャルメディア一覧を作成す
るなど、アカウントを検索しやすい仕組みを導入することで、
本県の情報発信を一層推進されたい。

２ 個別の検討・改善事項
(1) 運用手順の策定

福島県情報セキュリティポリシーにより、委託先を含めた運
用手順の策定が義務付けられており、運用手順の策定は、情報
の正確性や信頼性の確保、トラブル防止、緊急対応のために不
可欠なことから、未策定の所属は早急に運用手順の整備に取り
組まれたい。

(2) 管理責任者の設定
福島県情報セキュリティポリシーでは、ソーシャルメディア

ごとに責任者を定めることが求められており、責任の所在を明
確にしトラブル等へ迅速かつ適切に対応するため、各アカウン
トの責任者を明確に定め継続的かつ安全な運用を確保できるよ
う速やかに検討されたい。

(3) 福島県情報セキュリティポリシーの周知
福島県情報セキュリティポリシーの認識不足が運用手順未策

定の主な要因と考えられるため、実務担当者の理解促進につな
がるよう説明機会の提供や継続的な啓発に取り組むとともに、
運用手順を例示するなど、各所属の運用手順の策定を促進する
取組を検討されたい。

(4) 長期間更新・管理されていないアカウントの整理
１年以上の長期間にわたり更新がなくモニタリングも未実施

のアカウントは、信頼低下や乗っ取り等のリスクがあるため、
管理する所属は定期的なモニタリングの実施と運用方法の見直
しを行うとともに、投稿予定がない場合は、廃止を含め今後の
継続利用について検討されたい。
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６ 住民監査請求の状況

令和７年度は１件の住民監査請求があり、「却下」１件となっています。

住民監査請求の制度概要は、以下のとおりです。

《参考》住民監査請求

住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について違法又は不

当な「財務会計上の行為」があると認めるとき、これを証明する書類を添えて監査委員

に対して監査を求め、損害等を補てんするために必要な措置を請求できる制度です。

① 公金の支出 ② 財産の取得、管理、処分

③ 契約の締結、履行 ④ 債務その他の義務の負担

⑤ 公金の賦課、徴収を怠る事実

⑥ 財産の管理を怠る事実

原則、上記行為のあった日又は終わった日から 1年です。

〈形式要件〉

① 違法・不当な行為を行った者が分かる記載となっていること

② 請求人が福島県民であること

③ 違法・不当な事実を証明する書類が添付されていること

④ 請求期間内であること

〈内容要件〉

① 県の財務会計上の行為であること

② 違法・不当とする事実又は理由の記載があること

③ 行為の結果として損害又はそのおそれがあること

④ 措置要求内容の記載があること

○監査結果は､請求があった日から６０日以内に決定し公表しなけ

ればならないと定められています。

○監査結果に不服がある場合は、裁判所に対して「住民訴訟」を提

起することができます。

監査請求

できるもの

監査請求

できる期間

監査請求

できる要件

監査結果
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■ 住民監査請求の主な流れ

請求書の提出

受付

要件審査

審査結果を

請求人へ通知

監査結果を

請求人へ通知

措置結果を請求人へ通知

請求は書面により行いま

す。請求書には「違法又

は不当とする行為の事実

を証明する書類」を添付

する必要があります

請求書を受け付けると、

監査委員は地方自治法上

の要件を備えているかど

うか審査します。

監査委員の合議により

決定します。

請求人が陳述を希望

する場合は、日時を

指定して陳述会を開

催します。

知事等執行機関への措置勧告 監査結果の公表

公表は県報への掲載及び

監査委員事務局のホーム

ページへの掲載により行

います。

知事等執行機関が監査委員へ

措置結果を通知

（勧告に示された期間内に）

措置結果の公表

請求に

理由がない

（棄却）

勧告には法的拘束力

や強制力はありませ

んが、執行機関には

勧告を尊重する義務

があります。

請求に

理由がある

請求人からの証拠提出・陳述

関係書類の調査

関係人の事情聴取等

要件を

備えていない

（却下）

要件を

備えている

（受理）

監査の実施
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課 名 業 務 内 容

【監 査 総 務 課】 ・ 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施につい
ての基本方針及び計画に関すること。

・ 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
・ 請求監査及び要求監査に関すること。
・ 職員の賠償責任の監査に関すること。
・ 事務局内の庶務、人事、予算及び経理に関すること。

【普通会計監査課】 ・ 普通会計の定期監査及び随時監査の総括並びに決算審査に関
すること。

・ 健全化判断比率の審査に関すること。
・ 普通会計の例月出納検査に関すること。
・ 基金の運用状況の審査に関すること。
・ 内部統制評価報告書の審査に関すること。
・ 指定金融機関等の監査に関すること。
・ 技術監査に関すること。

【企業会計監査課】 ・ 企業会計の定期監査及び随時監査の総括並びに決算審査
に関すること。

・ 資金不足比率の審査に関すること。
・ 財政支援団体等の監査に関すること。
・ 行政監査に関すること。
・ 企業会計の例月出納検査に関すること。
・ 出納取扱金融機関の監査に関すること。

令和７年度

監査のあらまし

令和８年３月発行

編集・発行 福島県監査委員事務局

〒960-8681

福島市杉妻町２番16号

福島県庁内郵便局私書箱第24号

TEL(024)521-7585

FAX(024)521-7966
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